
API 連携サービス利用規定 新旧対照表

1

新 旧

（2026 年 7 月 28 日実施）

（省略）

1 定義

(1) JA バンク

JA（農協）・JA 信農連・農林中央金庫により構成された、実質的に一つの金融機関として機能するグループの

名称を指します。以下の条文中の「JA バンク」とは、お客様が JA ネットバンクまたは法人 JA ネットバンクを直

接契約されている法人である JA（農協）または JA 信農連を指します。

（省略）

2 利用対象者

（省略）

3 利用手数料

（省略）

4 API 連携サービスの利用

（省略）

(6) 情報開示
a （省略）

b （省略）

(7) 各種リスク

（省略）

a （省略）

b （省略）

5 本サービスの変更・取止め

本サービスの変更・取止めは、接続事業者が定める所定の方法により申し込むものとします。JA バンクは、変

更・取止めのためにお客様に発生した損害について責任を負いません。

6 提供情報

（省略）

7 免責事項

（省略）

8 規定の変更

（省略）

（2020 年５月 18 日実施）

（省略）

第 1条（定義）
（1）JA バンク
JA（農協）・JA 信農連・農林中央金庫により構成された、実質的にひとつの金融機関として機能するグループの名称。以下の
条文中の「JA バンク」とは、お客様が JA ネットバンクまたは法人 JA ネットバンクを直接契約されている法人である JA（農協）ま
たは JA 信農連を指します。

（省略）

第 2条（利用対象者）
（省略）

第 3条（利用手数料）
（省略）

第 4条（API 連携サービスの利用）
（省略）

（6）情報開示
① （省略）

② （省略）

（7）各種リスク
    （省略）

① （省略）

② （省略）

第 5条（本サービスの変更・取り止め）
本サービスの変更・取り止めは、接続事業者が定める所定の方法により申し込むものとします。JA バンクは、変更・取り止めのため
にお客さまに発生した損害について責任を負うものではありません。

第 6条（提供情報）
（省略）

第 7条（免責事項）
（省略）

第 8条（規定の変更）
（省略）
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9 サービスの休止

（省略）

10 サービスの廃止

（省略）

11 関係規定の適用・準用

（省略）

12 譲渡・質入等の禁止

（省略）

以 上

第 9条（サービスの休止）
（省略）

第 10条（サービスの廃止）
（省略）

第 11条（関係規定の適用・準用）
（省略）

第 12条（譲渡・質入等の禁止）
（省略）

以 上



JA サービス ID 利用規定 新旧対照表

1

新 旧

（2026 年 7 月 28 日実施）

（省略）

1 定義

（省略）

(2) JA サービス ID

JA バンクは、JA バンクのキャッシュカード（代理人カード等 JA バンク所定のキャッシュカードを除きます。）

を保有するお客様を対象に、「JA サービス ID」を活用してインターネットによる各種 API 連携サービスを提供い

たします。「JAサービス ID」とは、JAバンクが提供するインターネットによる各種 API 連携サービスを利用する

ための ID です。

（省略）

2 利用対象者

（省略）

3 利用手数料

（省略）

4 本サービスの利用

（省略）

(6) 情報開示

本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、JA バンクは、接続事業者と連携して

情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他のお客様の情報を接続事業者に対し開示することが

できるものとします。

a （省略）

b （省略）

(7) 各種リスク

本サービスの利用に伴い、以下に該当する事象によってお客様に損害が生じるリスクがあります。お客様はかか

るリスクを十分に理解し、同意したうえで、本サービスを利用するものとします。

a （省略）

b （省略）

5 お客様による本サービスの変更・取止め

本サービスの変更・取止めは、JA バンクが定める所定の方法により申し込むものとします。JA バンクは、変更・

取止めのためにお客様に発生した損害について責任を負いません。

6 提供情報

（省略）

（2022 年 11 月 29 日実施）

（省略）

第１条（定義）
（省略）

（２）JA サービス ID
A バンクは、JA バンクのキャッシュカード（代理人カード等 JA バンク所定のキャッシュカードを除く、以下同様）を保有するお客さ
まを対象に、「JA サービス ID」を活用してインターネットによる各種 API 連携サービスを提供いたします。「JA サービス ID」とは、JA
バンクが提供するインターネットによる各種 API 連携サービスを利用するための ID です。

（省略）

第 2条（利用対象者）
（省略）

第 3条（利用手数料）
（省略）

第 4条(本サービスの利用）
（省略）

（6）情報開示
本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、JA バンクは、接続事業者と連携して情報収集にあ
たるため、必要に応じ、口座情報およびその他のお客さまの情報を接続事業者に対し開示することができるものとします。

① （省略）

② （省略）

（7）各種リスク
本サービスの利用にともない、以下に該当する事象によってお客さまに損害が生じるリスクがあります。お客さまはかかるリスクを十
分に理解し、同意したうえで、本サービスを利用するものとします。
① （省略）

② （省略）

第 5条（お客さまによる本サービスの変更・取り止め）
本サービスの変更・取り止めは、JA バンクが定める所定の方法により申し込むものとします。JA バンクは、変更・取り止めのために
お客さまに発生した損害について責任を負うものではありません。

第 6条（提供情報）
（省略）
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7 免責事項

（省略）

8 規定の変更

（省略）

9 サービスの休止

（省略）

10 サービスの廃止

（省略）

11 関係規定の適用・準用

（省略）

12 譲渡・質入等の禁止

（省略）

以 上

第 7条（免責事項）
（省略）

第 8条（規定の変更）
（省略）

第 9条（サービスの休止）
（省略）

第 10条（サービスの廃止）
（省略）

第 11条（関係規定の適用・準用）
（省略）

第 12条（譲渡・質入等の禁止）
（省略）

以 上



ＪＡバンクアプリ利用規定 新旧対照表
)

1

新 旧

（2026 年 7 月 28 日実施）

（省略）

1 定義

（省略）

(4) ログイン

ログインとは、JA サービス ID およびパスワードを入力することで、JA サービス ID に紐づいた口座情報の利用を

可能とすることです。お客様の端末やご利用状況によっては、追加の認証情報が必要となる場合があります。

（省略）

2 本アプリの概要

（省略）

(2) 入出金明細照会

a （省略）

b （省略）

（省略）

(8) 融資取引

お客様が、JA バンクが提供するマイページサービスを利用している場合、本アプリから、JA バンクが提供するマ

イページサービスにパスワードの入力を省略し遷移することが可能です。マイページサービスに遷移すること

で、インターネットおよび JA所定の方法により、JA所定の融資取引（融資取引に関わる保証機関、保証会社の債

務保証委託取引を含みます。）の申込みおよび JA で取扱いがある場合、融資取引にかかる電子契約締結および契

約内容の確認等を行うことができます。

(9) JA バンクの商品またはサービスに関する情報配信

本アプリを通じて、JAバンクや JAバンクの提携先等が取り扱う商品またはサービスに関する情報配信（登録いた

だいたメールアドレスあての E メール配信を含みます。）を行うことがあります。あらかじめご了承ください。

（省略）

3 利用対象者

本アプリをご利用いただける方は、JAバンクのキャッシュカード（代理人カード等 JAバンク所定のキャッシュカ

ードを除きます。）をお持ちで、本規定の内容を十分に理解したうえで本規定に同意し、所定の利用登録を行

い、かつ JA バンクが当該登録を承諾した本邦居住の個人の方のみとします。

4 本アプリの利用登録

(1) （省略）

(2) （省略）

(3) （省略）

5 手数料等

(1) （省略）

（2024 年 2 月 26 日実施）

（省略）

第１条（定義）
（省略）

（４）ログイン
ログインとは、JAサービス ID およびパスワードを入力することで、JAサービス IDに紐づいた口座情報の利用を可能とすることです。

（省略）

第２条（本アプリの概要）
（省略）

（２）入出金明細照会
1 （省略）

2 （省略）

（省略）

（８）融資取引
お客さまが、JA バンクが提供するマイページサービスを利用している場合、本アプリから、JA バンクが提供するマイページサービスに
パスワードの入力を省略し遷移することが可能です。マイページサービスに遷移することで、インターネットおよび JA 所定の方法によ
り、JA 所定の融資取引（融資取引に関わる保証機関、保証会社の債務保証委託取引を含む。）の申込みおよび JA で取扱
いがある場合、融資取引にかかる電子契約締結および契約内容の確認等を行うことができます。

（９）JA バンクの商品またはサービスに関する情報配信
本アプリを通じて、JA バンクや JA バンクの提携先等が取り扱う商品またはサービスに関する情報配信（登録いただいたメールアド
レスあての E メール配信を含む。）を行うことがあります。あらかじめご了承ください。

（省略）

第３条（利用対象者）
本アプリをご利用いただける方は、JA バンクのキャッシュカード（代理人カード等 JA バンク所定のキャッシュカードを除く）をお持ち
で、本規定の内容を十分に理解したうえで本規定に同意し、所定の利用登録を行い、かつ JA バンクが当該登録を承諾した本
邦居住の個人の方のみとします。

第４条（本アプリの利用登録）
１（省略）

２（省略）

３（省略）

第５条（手数料等）
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)

2
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(2) （省略）

(3) （省略）

6 本規定への同意

(1) （省略）

(2) （省略）

(3) （省略）

(4) （省略）

(5) （省略）

7 ご利用に際しての注意事項

(1) （省略）

(2) （省略）

(3) （省略）

(4) （省略）

(5) （省略）

(6) 本アプリを利用している端末は、紛失、盗難等に遭わないようにお客様自身の責任において厳重に管理して

ください。万一、紛失・盗難に遭われた場合は、すみやかに JA バンクに連絡してください。

(7) （省略）

(8) （省略）

(9) （省略）

(10) （省略）

(11) （省略）

(12) （省略）

(13) 前項に関わらず、投信ネットサービスを利用できるお客様は、日本国内に居住する個人の方で、満 18 歳以

上の方に限られます。なお、満 75 歳以上のお客様につきましては、投信ネットサービスを利用いただくことがで

きますが、第 2 条第 4 項で定める投資信託取引のうち、買付・解約申込み、スイッチングおよび JA の投信つみた

てサービスの新規契約・変更申込み、ならびに投資信託口座の開設申込みは行うことができません。

(14) （省略）

8 禁止行為

（省略）

9 規定違反時の措置等

（省略）

10 本アプリの変更、中断および終了等

(1) （省略）

１（省略）

２（省略）

３（省略）

第６条（本規定への同意）
１（省略）

２（省略）

３（省略）

４（省略）

５（省略）

第７条（ご利用に際しての注意事項）
１（省略）

２（省略）

３（省略）

４（省略）

５（省略）

6 本アプリを利用している端末は、紛失、盗難等に遭わないようにお客さま自身の責任において厳重に管理してください。万が
一、紛失・盗難に遭われた場合は、すみやかに JA バンクに連絡してください。
７（省略）

８（省略）

９（省略）

10（省略）

11（省略）

12（省略）

13 前項に関わらず、投信ネットサービスを利用できるお客さまは、日本国内に居住する個人の方で、 満 18 歳以上の方に限
られます。なお、満 75 歳以上のお客さまにつきましては、投信ネットサービスを利用いただくことができますが、第 2 条第（４）号
で定める投資信託取引のうち、買付・解約申込み、スイッチングおよび JA の投信つみたてサービスの新規契約・変更申込み、な
らびに投資信託口座の開設申込みは行うことができません。
14（省略）

第８条（禁止行為）
（省略）

第９条（規定違反時の措置等）
（省略）

第１０条（本アプリの変更、中断および終了等）
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)

3

新 旧

(2) （省略）

(3) （省略）

(4) （省略）

11 個人情報等の取り扱い

（省略）

12 お客様の負う責任

(1) （省略）

(2) （省略）

(3) （省略）

(4) （省略）

13 免責事項

(1) （省略）

(2) （省略）

(3) （省略）

(4) （省略）

(5) （省略）

(6) （省略）

(7) 第 1 項ないし前項の規定は、JA バンクに故意または重過失が存する場合には適用しません。

(8) （省略）

14 お客様による本アプリの利用終了

(1) （省略）

(2) （省略）

(3) （省略）

(4) （省略）

(5) （省略）

(6) （省略）

15 本規定の変更

(1) （省略）

(2) （省略）

(3) （省略）

16 関係規定の適用・準用

（省略）

１（省略）

２（省略）

３（省略）

４（省略）

第１１条（個人情報等の取り扱い）
（省略）

第１２条（お客さまの負う責任）
１（省略）

２（省略）

３（省略）

４（省略）

第１３条（免責事項）
１（省略）

２（省略）

３（省略）

４（省略）

５（省略）

６（省略）

7 第１項乃至前項の規定は、JA バンクに故意または重過失が存する場合には適用しません。
８（省略）

第１４条（お客さまによる本アプリの利用終了）
１（省略）

２（省略）

３（省略）

４（省略）

５（省略）

６（省略）

第１５条（本規定の変更）
１（省略）

２（省略）

３（省略）

第１６条（関係規定の適用・準用）
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17 権利譲渡の禁止

(1) （省略）

(2) （省略）

18 知的財産権等について

（省略）

19 アプリの同時終了

お客様が JAサービス IDの登録を解除した場合やお客様と JAバンクの間の取引（本規定 2(1)に記載の商品を指し

ます。）が終了した場合は、本アプリの利用も終了するものとします。

20 分離可能性

（省略）

21 準拠法

（省略）

22 お問合せ窓口

（省略）

以 上

（省略）

第１７条（権利譲渡の禁止）
１（省略）

２（省略）

第１８条（知的財産権等について）
（省略）

第１９条（アプリの同時終了）
お客さまが JA サービス ID の登録を解除した場合やお客さまと JA バンクの間の取引（第２条（１）に記載の商品を指しま
す。）が終了した場合は、本アプリの利用も終了するものとします。

第２０条（分離可能性）
（省略）

第２１条（準拠法）
（省略）

第２２条（お問い合わせ窓口）
（省略）

以 上



ＪＡバンクアプリ アプリケーション・プライバシーポリシー 新旧対照表

1

新 旧

（2026 年 7 月 28 日実施）

（省略）

1 定義

（省略）

2 個人情報等の取得

（省略）

3 利用目的

JA バンクは、取得したお客様の個人情報を、以下の(1)の業務において、以下の(2)の利用目的の達成に必要な範

囲内で利用いたします。

(1) 業務内容

a （省略）

b （省略）

c その他 JA バンクが営むことができる業務およびこれらに付随する業務（今後取扱いが認められる業務を

含みます。）

(2) 利用目的

  （省略）

a （省略）

b （省略）

c （省略）

d （省略）

e （省略）

f （省略）

g （省略）

h （省略）

i （省略）

j （省略）

k （省略）

l （省略）

m （省略）

n （省略）

o （省略）

p （省略）

q （省略）

r （省略）

（2025 年 5 月 7 日実施）

（省略）

第１条（定義）
（省略）

第 2条（個人情報等の取得）
（省略）

第 3条（利用目的）
JA バンクは、取得したお客さまの個人情報を、以下の１の業務において、以下の２の利用目的の達成に必要な範囲内で利用
いたします。
１ 業務内容
（１）（省略）

（２）（省略）

（３）その他 JA バンクが営むことができる業務およびこれらに付随する業務（今後取扱いが認められる業務を含む。）

２ 利用目的
（省略）

（１）（省略）

（２）（省略）

（３）（省略）

（４）（省略）

（５）（省略）

（６）（省略）

（７）（省略）

（８）（省略）

（９）（省略）

（10）（省略）

（11）（省略）

（12）（省略）

（13）（省略）

（14）（省略）

（15）（省略）

（16）（省略）

（17）（省略）

（18）（省略）



ＪＡバンクアプリ アプリケーション・プライバシーポリシー 新旧対照表

2

新 旧

4 広告 ID の使用について

（省略）

(1) （省略）

(2) （省略）

5 手数料等

（省略）

6 個人情報等の第三者提供

(1) （省略）

a （省略）

b （省略）

c （省略）

d （省略）

e （省略）

f （省略）

g 第 3条に定める利用目的の範囲内において、JAバンク（本項においては農林中央金庫を含みます。）内で共

有する場合

h （省略）

i （省略）

(2) （省略）

7 ご利用に際しての注意事項

（省略）

8 利用者関与の方法

（省略）

9 個人情報保護方針等

（省略）

10 安全管理体制

（省略）

(1) 個人データの取扱いにかかる規律の整備

（省略）

(2) 組織的安全管理措置

（省略）

(3) 人的安全管理措置

（省略）

第４条（広告 ID の使用について）
（省略）

１（省略）

２（省略）

第５条（手数料等）
（省略）

第６条（個人情報等の第三者提供）
１（省略）

（１）（省略）

（２）（省略）

（３）（省略）

（４）（省略）

（５）（省略）

（６）（省略）

（７）第 3条に定める利用目的の範囲内において、JA バンク（本項においては農林中央金庫を含む）内で共有する場合

（８）（省略）

（９）（省略）

２（省略）

第７条（ご利用に際しての注意事項）
（省略）

第８条（利用者関与の方法）
（省略）

第９条（個人情報保護方針等）
（省略）

第１０条（安全管理体制）
（省略）

（個人データの取扱いに係る規律の整備）
（省略）

（組織的安全管理措置）
（省略）

（人的安全管理措置）
（省略）



ＪＡバンクアプリ アプリケーション・プライバシーポリシー 新旧対照表

3

新 旧

(4) 物理的安全管理措置

（省略）

(5) 技術的安全管理措置

（省略）

11 改訂

（省略）

12 お問合せ窓口

（省略）

13 個人情報取扱事業者

（省略）

以 上

（物理的安全管理措置）
（省略）

（技術的安全管理措置）
（省略）

第１１条（改訂）
（省略）

第１２条（お問い合せ窓口）
（省略）

第１３条（個人情報取扱事業者）
（省略）

以 上



Web 口座振替受付サービス利用規定 新旧対照表

1

新 旧

（2026 年 7 月 28 日実施）

（省略）

1 用語の定義

（省略）

(1) （省略）

(2) JA サービス ID

JA バンクは、JA バンクのキャッシュカード（代理人カード等 JA バンク所定のキャッシュカードを除きます。）

を保有するお客様を対象に、「JA サービス ID」を活用してインターネットによる各種 API 連携サービスを提供し

ます。「JA サービス ID」とは、JA バンクが提供するインターネットによる各種 API 連携サービスを利用するため

の ID です。

(3) （省略）

2 サービス内容

本サービスは、お客様が、JA バンク所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する口座

（以下、「対象口座｣といいます。）を対象として、パーソナルコンピュータ･スマートフォンその他の端末機

（以下、「端末機｣といいます。）から、インターネットを通じて、貯金口座振替契約の締結を申し込めるサービ

スをいいます。

3 利用対象者

（省略）

4 対象口座

（省略）

5 使用可能端末機

（省略）

6 サービス利用可能時間

（省略）

7 貯金口座振替契約の締結手続（本人確認手続）

（省略）

8 サービス利用停止

（省略）

9 貯金口座振替契約の締結

(1) （省略）

（2022 年 11 月 29 日実施）
（省略）

第１条（用語の定義）
（省略）

１（省略）

２ ＪＡサービス ID
ＪＡバンクは、ＪＡバンクのキャッシュカード（代理人カード等 JA バンク所定のキャッシュカードを除く、以下同様）を保有するお
客様を対象に、「ＪＡサービス ID」を活用してインターネットによる各種 API 連携サービスを提供いたします。「ＪＡサービス ID」
とは、ＪＡバンクが提供するインターネットによる各種 API 連携サービスを利用するための ID です。

３（省略）

第２条（サービス内容）
本サービスは、お客様が、ＪＡバンク所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する口座（以下「対象
口座｣といいます。）を対象として、パーソナルコンピュータ･携帯電話その他の端末機（以下「端末機｣といいます。）から、インタ
ーネットを通じて、貯金口座振替契約の締結を申し込めるサービスをいいます。

第３条（利用対象者）
（省略）

第４条（対象口座）
（省略）

第５条（使用可能端末機）
（省略）

第６条（サービス利用可能時間）
（省略）

第７条（貯金口座振替契約の締結手続（本人確認手続）
（省略）

第８条（サービス利用停止）
（省略）

第９条（貯金口座振替契約の締結）
１（省略）



Web 口座振替受付サービス利用規定 新旧対照表

2

新 旧

(2) （省略）

(3) 申込みの不成立

（省略）

a （省略）

b （省略）

c （省略）

d （省略）

10 収納機関への情報通知

（省略）

11 貯金口座振替の開始時期

（省略）

12 免責事項

(1) （省略）

(2) 通信手段の障害等

（省略）

a （省略）

b （省略）

(3) （省略）

13 届出の変更等

（省略）

14 通知等の連絡先

（省略）

15 貯金口座振替

(1) （省略）

(2) （省略）

(3) 収納機関の指定する振替指定日（当日が金融機関休業日の場合は翌営業日）において請求書等記載金額が当

該口座の支払可能金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、お客様に通知するこ

となく請求書等を収納機関に返却します。また、振替指定日に当該口座からの引落しが複数あり、その引落しの

総額が当該口座の支払可能金額を超える場合、そのいずれを引落とすかは JA バンクの任意とします。

(4) （省略）

(5) （省略）

(6) この貯金口座振替について仮に紛議が生じても、JA バンクの責による場合を除き、JA バンクは一切の責任

を負わないものとします。

２（省略）

３（省略）

（省略）

（１）（省略）

（２）（省略）

（３）（省略）

（４）（省略）

第 10条（収納機関への情報通知）
（省略）

第 11条（貯金口座振替の開始時期）
（省略）

第 12条（免責事項）
１（省略）

２ 通信手段の障害等

（省略）

（１）（省略）

（２）（省略）

３（省略）

第 13条（届出の変更等）
（省略）

第 14条（通知等の連絡先）
（省略）

第 15条（貯金口座振替）
１（省略）

２（省略）

３ 収納機関の指定する振替指定日（当日が金融機関休業日の場合は翌営業日）において請求書等記載金額が当該口
座の支払可能金額（当座貸越（総合口座取引による貸越を含みます。）を利用できる範囲内の金額を含みます。）を超え
るときは、お客様に通知することなく請求書等を収納機関に返却します。また、振替指定日に当該口座からの引落しが複数あり、
その引落しの総額が当該口座の支払可能金額を超える場合、そのいずれを引落とすかはＪＡバンクの任意とします。
4（省略）

5（省略）

６ この貯金口座振替について仮に紛議が生じても、ＪＡバンクの責による場合を除き、お客様はＪＡバンクに迷惑をかけない
ものとします。



Web 口座振替受付サービス利用規定 新旧対照表

3

新 旧

16 規定等の準用

（省略）

17 規定の変更等

(1) JA バンクは、必要に応じて本規定の内容および利用方法（JA バンクの所定事項を含みます。）を変更するこ

とができるものとします。本規定は民法に定める定型約款に該当し、本規定は金融情勢その他の状況の変化等相

当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。

(2) （省略）

18 サービスの休止

（省略）

19 サービスの廃止

（省略）

20 個人情報の取扱い

（省略）

21 個人情報第三者提供の同意

（省略）

22 責任制限

（省略）

23 準拠法・管轄

（省略）

以 上

第 16条（規定等の準用）
（省略）

第 17条（規定の変更等）
１ ＪＡバンクは、必要に応じて本規定の内容および利用方法（ＪＡバンクの所定事項を含みます。）を変更することができる
ものとします。本規定は民法に定める定型約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の
事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
２（省略）

第 18条（サービスの休止）
（省略）

第 19条（サービスの廃止）
（省略）

第 20条（個人情報の取扱い）
（省略）

第 21条（個人情報第三者提供の同意）
（省略）

第 22条（責任制限）
（省略）

第 23条（準拠法・管轄）
（省略）

以 上



即時口座振替サービス利用規定 新旧対照表

1

新 旧

（2026 年 7 月 28 日実施）

（省略）

1 用語の定義

（省略）

2 サービス内容

本サービスは、お客様が、お客様の指定する貯金口座（以下、「対象口座」といいます。）を対象として、お客

様による携帯電話その他端末機（以下、「端末機」といいます。）の操作により、本サービス取扱収納機関との

貯金口座振替契約を締結し、お客様による端末機の操作を通じて本サービス取扱収納機関からの支払いの依頼を

行い、即時に諸料金等の支払いを行うサービスです。

3 利用対象者

（省略）

4 対象口座

（省略）

5 利用対象端末機

（省略）

6 利用時間

（省略）

7 貯金口座振替契約の締結手続（本人確認手続）

（省略）

8 サービス利用停止

（省略）

9 貯金口座振替契約の締結

(1) （省略）

(2) （省略）

(3) 申込みの不成立

  （省略）

a （省略）

b （省略）

c （省略）

d （省略）

（2022 年 11 月 29 日現在）

（省略）

第１条（用語の定義）
（省略）

第２条（本アプリの概要）
本サービスは、お客様が、お客様の指定する貯金口座（以下「対象口座」といいます。）を対象として、お客様による携帯電話
その他の端末機（以下「端末機」といいます。）の操作により、本サービス取扱収納機関との貯金口座振替契約を締結し、お客
様による端末機の操作を通じて本サービス取扱収納機関からの支払いの依頼を行い、即時に諸料金等の支払いを行うサービス
です。

第３条（利用対象者）
（省略）

第４条(対象口座)
（省略）

第５条(利用対象端末機)
（省略）

第６条(利用時間)
（省略）

第７条（貯金口座振替契約の締結手続（本人確認手続））
（省略）

第８条（サービス利用停止）
（省略）

第９条（貯金口座振替契約の締結）
１（省略）

２（省略）

３ 申込みの不成立

（省略）

（１）（省略）

（２）（省略）

（３）（省略）

（４）（省略）



即時口座振替サービス利用規定 新旧対照表

2

新 旧

10 手数料

（省略）

11 取引限度額

（省略）

12 諸料金等の支払い

(1) （省略）

(2) （省略）

a （省略）

b （省略）

c （省略）

d （省略）

e （省略）

f （省略）

(3) （省略）

(4) （省略）

(5) （省略）

13 収納機関への情報通知

(1) （省略）

(2) （省略）

(3) （省略）

14 利用開始時期

（省略）

15 免責事項

(1) （省略）

(2) 本サービス取扱収納機関を通じて依頼された支払いについては、JA バンクはお客様本人による本サービスの

利用とみなし、端末機、JA サービス ID、暗証番号について JA バンクの責によらない偽造、変造、盗用、不正利

用等の事故があっても、そのために生じた損害については、JA バンクに責めのある場合を除き、JA バンクは一切

の責任を負いません。

(3) （省略）

a （省略）

b （省略）

c （省略）

(4) （省略）

第 10条(手数料)
（省略）

第 11条(取引限度額)
（省略）

第 12条(諸料金等の支払い)
１（省略）

２（省略）

（１）（省略）

（２）（省略）

（３）（省略）

（４）（省略）

（５）（省略）

（６）（省略）

３（省略）

４（省略）

５（省略）

第 13条(収納機関への情報通知)
１（省略）

２（省略）

３（省略）

第 14条(利用開始時期)
（省略）

第 15条(免責事項)
１（省略）

２本サービス取扱収納機関を通じて依頼された支払いについては、ＪＡバンクはお客様本人による本サービスの利用とみなし、端
末機、暗証番号についてＪＡバンクの責によらない偽造、変造、盗用、不正利用等の事故があっても、そのために生じた損害につ
いては、ＪＡバンクに責めのある場合を除き、ＪＡバンクは一切の責任を負いません。

３（省略）

（１）（省略）

（２）（省略）

（３）（省略）

４（省略）



即時口座振替サービス利用規定 新旧対照表

3

新 旧

(5) （省略）

16 暗証番号等の盗用等による支払い等

(1) （省略）

a （省略）

b （省略）

c （省略）

(2) （省略）

(3) 前項の規定は、第 1項にかかる JA バンクへの通知が、暗証番号等の盗取された日（暗証番号等が盗取された

日が明らかでないときは、盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な支払い等が最初に行われた日。）か

ら、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

(4) 第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを JA バンクが証明した場合には JA バンクは補て

ん責任を負いません。

a 不正な支払い等が行われたことについて JA バンクが善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当す

ること。

  (a) （省略）

  (b) （省略）

  (c) （省略）

b （省略）

17 サービス利用の停止

(1) （省略）

(2) （省略）

(3) （省略）

18 届出の変更等

（省略）

19 通知等の連絡先

JA バンクはお客様に対し、申込内容について通知･照会･確認（ショートメッセージの送信を含みます。）をする

ことがあります。その場合、お客様があらかじめ JA バンクに届け出た住所、電話番号等を連絡先とします。な

お、フリーダイヤル等一部ご利用いただけない電話番号があります。JA バンクが本連絡先にあてて通知･照会･確

認を発信･発送し、または書類を発信した場合には、前条の届出を怠る等、お客様の責に帰すべき事由により、こ

れらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。JA バンクの責によ

らない端末機、通信機器、回線等の障害による延着および不着の場合も同様とします。

20 規定等の準用

（省略）

５（省略）

第 16条(暗証番号等の盗用等による支払い等)
１（省略）

（１）（省略）

（２）（省略）

（３）（省略）

２（省略）

３第 2項の規定は、第 1 項にかかるＪＡバンクへの通知が、暗証番号等の盗取された日(暗証番号等が盗取された日が明ら
かでないときは、盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な支払い等が最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に
行われた場合には、適用されないものとします。
４第 2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することをＪＡバンクが証明した場合にはＪＡバンクは補てん責任を負いま
せん。
（１）不正な支払い等が行われたことについてＪＡバンクが善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。

a （省略）

b （省略）

c （省略）

（２）（省略）

第 17条(サービス利用の停止)
１（省略）

２（省略）

３（省略）

第 18条（届出の変更等）
（省略）

第 19条(通知等の連絡先）
ＪＡバンクはお客様に対し、申込内容について通知･照会･確認（ショートメッセージ（ＳＭＳ）の送信を含みます。）をするこ
とがあります。その場合、お客様が予めＪＡバンクに届け出た住所、電話番号等を連絡先とします（なお、フリーダイヤル等一部ご
利用いただけない電話番号があります）。ＪＡバンクが本連絡先にあてて通知･照会･確認を発信･発送し、または書類を発信
した場合には、前条の届出を怠る等、お客様の責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達
すべき時に到達したものとみなします。ＪＡバンクの責によらない端末機、通信機器および回線等の障害による延着、不着の場
合も同様とします。

第 20条(規定等の準用)
（省略）
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21 規定の変更等

(1) JA バンクは、必要に応じて本規定の内容および利用方法（JA バンクの所定事項を含みます。）を変更する

ことができるものとします。本規定は、民法に定める定型約款に該当します。JA バンクは、本規定が、金融情勢

その他の状況の変化等相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更す

るものとします。

(2) （省略）

22 サービスの休止

（省略）

23 サービスの廃止

（省略）

24 準拠法・管轄

（省略）

以 上

第 21条（規定の変更等）
１ 当組合は、必要に応じて本規定の内容および利用方法（ＪＡバンクの所定事項を含みます。）を変更することができるもの
とします。本規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、本規定の各条項が、金融情勢その他の状況の変化その
他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
２（省略）

第 22条（サービスの休止）
（省略）

第 23条（サービスの廃止）
（省略）

第 24条（準拠法・管轄）
（省略）

以 上

（
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（2026 年 7 月 28 日実施）

（省略）

1 概要

(1) （省略）

(2) 本サービスにおいては通帳等を発行しません。また本サービスをご利用になる貯金口座においてはキャッシ

ュカード（代理人カード等 JA バンク所定のキャッシュカードを除きます。）の発行が必須となります。

(3) （省略）

2 利用対象者

本サービスをご利用いただける方は、JA バンクのキャッシュカード（代理人カード等 JA バンク所定のキャッシ

ュカードを除きます。）をお持ちで、本規定の内容を十分に理解したうえで本規定に同意し、所定の利用申込を

行い、かつ JA バンクが当該申込を承諾した本邦居住の個人の方のみとします。また、本サービスは、本アプリの

ご利用を前提とします。

3 利用申込、継続

(1) お客様は、JA バンク所定の方法により本サービスの利用をお申込み・継続いただくことができます。ただ

し、お客様が次のいずれかに該当する場合は、お申込み・継続いただくことができません。

a （省略）

b （省略）

c （省略）

d （省略）

（省略）

4 対象取引、取引方法

（省略）

5 入出金明細

（省略）

6 貯金の受入れ

（省略）

7 貯金の払戻し

（省略）

8 貯金の解約

（省略）

（2022 年 11 月 29 日実施）
（省略）

第１条（概要）
（１）（省略）

（２）本サービスにおいては通帳等を発行しません。また本サービスをご利用になる貯金口座においてはキャッシュカード（代理人
カード等 JA バンク所定のキャッシュカードを除く）の発行が必須となります。
（３）（省略）

第２条（利用対象者）
本サービスをご利用いただける方は、JA バンクのキャッシュカード（代理人カード等 JA バンク所定のキャッシュカードを除く）をお持
ちで、本規定の内容を十分に理解したうえで本規定に同意し、所定の利用申込を行い、かつ JA バンクが当該申込を承諾した本
邦居住の個人の方のみとします。また、本サービスは、本アプリのご利用を前提とします。

第３条（利用申込、継続）
（１）お客さまは、JA バンク所定の方法により本サービスの利用をお申込み・継続いただくことができます。ただし、お客さまが次
のいずれかに該当する場合は、お申込み・継続いただくことができません。
①（省略）

②（省略）

③（省略）

④（省略）

（省略）

第４条（対象取引、取引方法）
（省略）

第５条（入出金明細）
（省略）

第６条（貯金の受入れ）
（省略）

第７条（貯金の払戻し）
（省略）

第８条（貯金の解約）
（省略）
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9 有通帳口座への切替

（省略）

10 本規定の変更

(1) JA バンクは、金融情勢その他の状況の変化等相当の事由があると認められる場合には、本規定の内容につ

いて、JA バンク所定の方法で公表することにより、変更できるものとします。

（省略）

11 関係規定の適用・準用

（省略）

以 上

第９条（有通帳口座への切替）
（省略）

第 10条（本規定の変更）
（１）JA バンクは、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、本規定の内容について、JA
バンク所定の方法で公表することにより、変更できるものとします。
（省略）

第 11条（関係規定の適用・準用）
（省略）

以 上


